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取引参加者に対する監査に関する細則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（目的） （目的） 

第１条 （略） 

２ 前項の監査は、取引参加者の法令若しく

は法令に基づく命令若しくは法令に基づい

てする主務大臣の処分、当社の業務規程そ

の他の諸規則又は取引の信義則の遵守の状

況及び業務又は財務の状況等を調査し実態

を把握することにより、当社市場の公正性

及び適正な商品先物取引業務の遂行に資す

ることを目的とする。 

第１条 （略） 

２ 前項の監査は、取引参加者の商品先物取

引法、同法に基づく命令若しくは同法に基

づいてする主務大臣の処分、当社の業務規

程その他の諸規則又は取引の信義則の遵守

の状況及び業務又は財務の状況等を調査し

実態を把握することにより、当社市場の公

正性及び適正な商品先物取引業務の遂行に

資することを目的とする。 

  

（監査員） （監査員） 

第２条 監査は、当社の社員のうちから自主

規制を担当する執行役員が任命した者（以

下「監査員」という。）が行う。ただし、

当社が必要と認めるときは、補助員を使用

するものとする。 

第２条 監査は、当社の社員のうちから自主

規制を担当する執行役員が任命した者（以

下「監査員」という。）が行う。 

  

（監査計画の通知）  

第６条 当社は、毎事業年度、監査計画をあ

らかじめ取引参加者に通知する。 

（新設） 

  

（監査の実施方法） （監査の実施方法） 

第７条 監査は、取引参加者の本店その他の

営業所又は主たる事務所その他の事務所

（以下「店舗」という。）において行う。

ただし、当社が認める場合にあっては、当

該取引参加者が当社に提出する書類により

行うものとする。 

２ （略） 

３ 当社は、必要に応じて、他の商品取引所

及び日本商品先物取引協会と共同して監査

を行うことができる。 

第６条 監査は、監査員が取引参加者の本店

その他の営業所又は主たる事務所その他の

事務所（以下「店舗」という。）において

行う。ただし、当社が認める場合にあって

は、当該取引参加者が当社に提出する書類

により行うものとする。 

２ （略） 

３ 当社は、必要に応じて、他の商品取引

所、株式会社大阪取引所、株式会社日本証

券クリアリング機構、日本商品先物取引協
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会及び日本商品委託者保護基金と共同して

監査を行うことができる。 

  

（監査の通知） （監査の通知） 

第８条 当社は、取引参加者の店舗において

監査を行う場合は、当該取引参加者に対

し、監査の開始日及び方法、監査員の氏名

その他必要な事項を通知する。ただし、当

社が必要と認めるときは、通知なくして監

査を行うことができる。 

第７条 当社は、取引参加者の店舗において

監査を行う場合は、当該取引参加者に対

し、監査期間、監査基準日、監査内容等必

要な事項を書面により通知する。ただし、

当社が必要と認めるときは、通知なくして

監査を行うことができる。 

  

（監査員証明書の提示） （監査員証明書の提示） 

第９条 （略） 第８条 （略） 

  

 （監査結果の報告） 

（削る） 第９条 監査員は、監査が終了したときは、

速やかにその結果を自主規制を担当する執

行役員に書面により報告しなければならな

い。 

  

（事実の認定）  

第１０条 第４条第２号に規定する事実の認

定については、次の各号に定めるところに

よる。 

（１） 当社は、監査員が事実の認定を行

うに当たって、当該監査員と取引参加者

との間で当該事実の認定に関する認識に

ついて相違がある場合は、当該取引参加

者から、書面をもって、意見の申立てを

受理する。 

（２） 当社は、前号の意見の申立てを受

理した場合、当該事実関係を公正に審理

するものとする。 

（３） 当社は、前号の審理を行う場合、

取引参加者及び監査員に対して、必要に

応じて、事実を認定するために参考とな

るべき報告若しくは資料の提出を請求

し、又は審尋する。 

（新設） 
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（４） 当社は、第２号の審理の結果を決

定した場合には、遅滞なく、その旨を当

該取引参加者に通知する。 

  

（注意の喚起等） （監査結果の措置） 

第１１条 当社は、監査の結果、取引参加者

の行為が法令等に違反している又は違反し

ているおそれがあると認める場合において

必要があると認めるときは、業務規程第１

５３条第１項の規定による制裁が行われる

ときを除き、当該取引参加者に対し、注意

を喚起する。 

第１０条 当社は、監査の結果、必要と認め

た場合には、業務規程による制裁その他の

措置を行うときを除き、当該取引参加者に

対しその旨を指摘し、当該指摘内容につい

て改善を求めることができる。 

２ 当社は、前項の規定による注意の喚起を

行った場合において必要があると認めると

きは、当該取引参加者に対し、改善措置等

について文書による報告を求めるものとす

る。 

３ 当社は、第１項の規定による注意の喚起

を行うかどうかについては、当該取引参加

者の役員又は従業員の故意又は過失の有無

及びその程度その他の事情を総合的に勘案

して判断する。 

２ 前項の求めを受けた取引参加者は、遅滞

なく、改善のため必要な措置を講じ、その

結果を当社に報告しなければならない。 

 

 

（新設） 

  

（要請等）  

第１２条 当社は、監査の結果、取引参加者

の当社の市場における取引に係る業務若し

くは当該取引参加者の営む他の業務若しく

は支配関係を有する他の法人の業務又は財

産の状況等が、当社の目的又は当社の市場

の運営に鑑みて適当でない又は適当でない

こととなるおそれのある状態であると認め

る場合には、業務規程第１６６条第１項の

規定による勧告が行われるときを除き、当

該取引参加者に対し、当該状態を改善する

ための所要の措置を講ずることを要請す

る。 

２ 当社は、前項の規定による要請を行った

場合において必要があると認めるときは、

（新設） 
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当該取引参加者に対し、改善措置等につい

て文書による報告を求めるものとする。 

３ 当社は、第１項の規定による要請を行う

かどうかについては、当該取引参加者の社

内管理体制の状況その他の事情を総合的に

勘案して判断する。 

  

（監査結果の通知） （監査結果の通知） 

第１３条 当社は、監査を終了した場合は、

当該監査の結果を取引参加者に通知する。 

第１１条 当社は、監査を終了した場合は、

当該監査の結果を取引参加者に書面により

通知する。 

  

（改廃） （改廃） 

第１４条 （略） 第１２条 （略） 

 

 

附  則 

 

この改正規定は、令和３年７月２７日から

施行する。 

 

  

 


